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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 純資産額の算定にあたり、第47期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 第47期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 (百万円) 22,421 23,051 23,753 49,006 51,278 

経常利益 (百万円) 1,018 1,399 1,617 5,203 5,830 

中間(当期)純利益 (百万円) 415 747 903 4,104 3,388 

純資産額 (百万円) 27,035 29,993 32,799 31,241 32,347 

総資産額 (百万円) 47,848 47,918 48,427 51,915 51,742 

１株当たり純資産額   714円79銭 788円31銭    861円23銭 822円37銭    850円23銭 

１株当たり中間(当期) 

純利益 
  10円98銭 19円82銭   24円14銭 105円33銭    90円13銭 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
― ― ― ― ―  

自己資本比率 (％) 56.5 61.6 66.3 60.2 61.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 2,200 3,211 2,246 7,973 7,632 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △732 △1,607 △1,442 △2,061 △2,979 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △2,380 △2,982 △1,064 △4,936 △4,908 

現金及び現金同等物 

の中間期末(期末)残高 
(百万円) 3,233 3,821 4,759 5,207 4,981 

従業員数 

［外、正社員以外の 

平均雇用者数］ 

(人) 
3,151 

[1,091]

3,140 

[1,085]

3,025 

[1,048]

3,151 

[1,133]

3,084 

[1,118]



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ １株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益につい

ては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 純資産額の算定にあたり、第47期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 第47期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 (百万円) 18,329 18,789 18,837 40,446 42,045 

経常利益 (百万円) 591 1,049 1,394 3,842 4,676 

中間(当期)純利益 (百万円) 450 567 869 2,398 2,334 

資本金 (百万円) 6,557 6,557 6,557 6,557 6,557 

発行済株式総数 (千株) 38,200 38,200 38,200 38,200 38,200 

純資産額 (百万円) 27,126 27,600 28,873 29,274 28,924 

総資産額 (百万円) 41,908 40,441 39,993 44,073 43,418 

１株当たり配当額   ― 10円   10円 20円   20円 

自己資本比率 (％) 64.7 68.2 72.2 66.4 66.6 

従業員数 

［外、正社員以外の 

平均雇用者数］ 

(人) 
1,983 

[1,027]

1,985 

[1,014]

2,000 

[986]

1,955 

[1,067]

1,967 

[1,055]



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社、子会社10社(内、連結子会社８社)、関連会社２社で構成され、地図データベース及び一般

印刷物の製造販売並びにこれらに附帯関連する事業を展開しております。 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

当中間連結会計期間において、主要な関係会社の異動はありません。 

なお、当中間連結会計期間末日後この半期報告書提出日までの間に生じた異動は下記のとおりであります。 

 地図データベース関連事業  

   ㈱ゼンリン広島(非連結子会社)は、平成19年６月22日開催の当社株主総会決議に基づき、平成19年10月１日

   付で当社に吸収合併されました。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員(当社グループ(当社、連結子会社)からグループ外への出向者を除き、グループ外から

当社グループへの出向者を含む)であり、正社員以外の雇用者数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員

を外数で記載しております。 

２ 正社員以外の雇用者には、準社員、嘱託契約の従業員、パートを含み、派遣社員は除いております。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であり、正社員以外の雇用者数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

２ 正社員以外の雇用者には、準社員、嘱託契約の従業員、パートを含み、派遣社員は除いております。 

(3) 労働組合の状況 

当社グループには労働組合はありません。 

なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

地図データベース関連事業 2,240[  996] 

一般印刷関連事業 263[   34] 

その他事業  330[    8] 

全社(共通) 192[   10] 

合計 3,025[1,048] 

  平成19年９月30日現在

従業員数(人) 2,000[  986] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、高水準の企業収益を背景とした設備投資が引き続き増加する中で、米

国経済の景気減退や原油価格の動向など懸念材料はあるものの輸出も堅調に推移するなど、景気は回復基調が続いて

おります。 

 このような環境の中、地図データベース等の販売が順調に推移いたしました結果、売上高は23,753百万円（前年同

期比702百万円増加、3.0％増）となりました。 

 損益面では、売上高の増加に伴い売上原価は増加いたしましたが、営業経費が微増にとどまりました結果、営業利

益は1,442百万円（前年同期比119百万円増加、9.0％増）、経常利益は1,617百万円（前年同期比218百万円増加、

15.6％増）、中間純利益は903百万円（前年同期比156百万円増加、20.9％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

（地図データベース関連事業） 

 当社グループ（当社、連結子会社）の主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、カーメーカ

ーの新型車投入やカーナビゲーション出荷台数の動向の影響を受け、海外及び国内におけるカーナビゲーション用デ

ータ売上の増加や、モバイル端末の地図利用の拡大に伴うデータ配信売上が堅調に推移いたしました結果、当事業の

売上高は20,307百万円（前年同期比574百万円増加、2.9％増）、営業利益は1,374百万円（前年同期比199百万円増

加、17.0％増）となりました。 

（一般印刷関連事業） 

 一般印刷関連事業につきましては、受注の減少に伴い、売上高は2,416百万円（前年同期比40百万円減少、1.6％

減）、営業損失は36百万円（前年同期比18百万円悪化）となりました。 

（その他事業） 

 その他事業の売上高は1,029百万円（前年同期比168百万円増加、19.5％増）、営業利益は53百万円（前年同期比72

百万円減少、57.6％減）となりました。 

 なお、当社グループの主力事業である地図データベース関連事業は、季節による需要の変動が著しく、下半期に売

上高が集中する傾向にあります。 

 参考までに、当中間連結会計期間末までに至る１年間の売上高は、下記のとおりであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、4,759百万円（前年同期比938百

万円増加、24.5％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、2,246百万円（前年同期比965百万円減少）であります。これは法人税等の支払額

が2,111百万円あったものの、売上債権の減少額3,091百万円があったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は1,442百万円（前年同期比164百万円減少）であります。これは有形・無形固定資産

の取得による支出1,360百万円があったことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は1,064百万円（前年同期比1,918百万円減少）であります。これは連結子会社の少数

株主への株式の発行による収入が408百万円あったものの、借入金の返済に581百万円、自己株式の取得による支出

502百万円、配当金の支払額が373百万円あったことなどによるものであります。 

前連結会計年度下半期 28,226百万円 

 当中間連結会計期間 23,753 

 計 51,980百万円 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

  

(2) 受注状況 

 当社グループ（当社、連結子会社）は主に見込み生産を行っております。一般印刷物や地図関連の受託案件等、

一部には受注生産も行っておりますが、その多くが短期間で販売するものであることから、受注状況につきまして

は記載を省略しております。 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 主要な販売先の販売実績及び総販売実績に対する割合 

 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間につきましては、主要な販売先（総販売実績に対する割合が

10％以上）に該当するものはありませんので記載を省略しております。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

地図データベース関連事業 23,051 6.9 

一般印刷関連事業 2,418 △1.8 

その他事業 231 △11.9 

合計 25,701 5.8 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

地図データベース関連事業 20,307 2.9 

一般印刷関連事業 2,416 △1.6 

その他事業 1,029 19.5 

合計 23,753 3.0 



３【対処すべき課題】 

(1）対処すべき課題の内容 

 当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、連結子会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

(2）会社の支配に関する基本方針 

① 基本方針 

当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものは、当社の企業価値の源泉を理解し、当

社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とするものである

必要があると考えています。 

当社取締役会は、当社株式について特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社

株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買

付方法の如何を問いません。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う

者を「大規模買付者」といいます）がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではなく、大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行われるか否

かは、 終的に当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えます。また同時に、当社株主の皆様の判断

のためには、大規模買付行為に関して十分な情報が提供される必要があると考えます。 

当社グループは、住宅地図帳、応用地図、電子地図等、地図関連情報の提供を通じて世の中に広く貢献する

ために、「独自の技術とノウハウを磨き、地図の活用を通じて、社会に新しい価値を創造します。」を企業理

念として掲げ、「正確で新鮮かつ充実した地図関連情報を継続的に供給する」ことを企業活動の基本方針とし

て、地図関連情報の総合的なコンテンツ企業を目指して国内外において事業展開を図っております。特に近年

は、携帯電話やブロードバンドの普及に伴う生活環境の変化により、必要なときに必要な場所で利用可能な、

新の地図情報に結びついた各種コンテンツに対するニーズはますます高まりをみせています。 

このような環境下、当社グループは、長年培った技術やノウハウを活かしてコンテンツの充実や新たな事業

領域開発に取り組み、会社と事業の変革を通じて市場の変化に対応しながら企業価値向上に努めると同時に、

当社グループの地図関連情報は官公庁や公共的な企業においても活用されているという、高い公共性も自負し

ております。加えて、当社は地域社会への貢献も企業の重要な役割と考え、地域事業への出資やスポーツ・文

化活動の支援等を通じてその役割に取り組んでおります。 

当社の経営においては、上記のような事業環境や事業特性並びに顧客や従業員、取引先等のステークホルダ

ーとの関係に対する理解が必要不可欠であり、また、十分な理解なくしては、当社の企業価値を適正に把握す

ることは困難であると考えます。 

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

当社取締役会は、大規模買付行為がなされる際には、一定の合理的なルールに従って必要かつ十分な情報の

提供がなされることが当社及び当社株主の皆様全体の利益に合致すると考え、事前の情報提供に関するルール

（以下「大規模買付ルール」といいます）を設定いたしました。 

なお、大規模買付ルールは、平成18年５月10日に開催された当社取締役会において決定し、第46回定時株主

総会において報告いたしております。 

 1）大規模買付ルールの内容 

 当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、(ア)大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち当社取締

役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、(イ)当社取締役会がこの情報を検討するために必要となる一定

の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始するというものであります。 

 2）当社取締役会による評価・検討 

 当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本情報の提供を完了した後、当社取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間として、大規模買付行為の内容に応じて期間（以

下、「取締役会評価期間」といいます）を設定します。大規模買付行為は、この取締役会評価期間の経過後

にのみ開始されるものといたします。 

 なお、当社取締役会は、大規模買付ルールに則った一連の対応について、その判断の合理性・公平性を担

保し、恣意的判断を排除するために、当社取締役会から独立した組織として、第三者委員会を設置し、大規

模買付行為が当社及び当社株主の皆様全体の利益を損なうか否かの判断を諮問いたします。 

 3）大規模買付行為への対応 

(ア) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締



役会は、当社及び当社株主の皆様全体の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その

他の法令及び当社定款により認められる対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗することがあります。 

(イ) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、大規模買付者の提案に対する反対意見を表明することや代替案を提示することによって

当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動いたしませ

ん。  

 4）株主・投資者に与える影響等 

(ア) 大規模買付ルールが株主・投資者の皆様に与える影響 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報

や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、更には、当社株主の皆様が代替案の提示

を受ける機会を保証することを目的としております。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもと

で大規模買付行為に応じるか否かについて適切にご判断いただくことが可能となり、当社株主の皆様全体

の利益の保護につながるものと考えます。 

従って、大規模買付ルールの設定は、当社株主及び投資者の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提

となるものであり、当社株主及び投資者の皆様の利益に資するものであると考えております。 

(イ) 対抗措置発動時に株主・投資者の皆様に与える影響 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、当社取締役会は、当社及び当社株主の皆様全体の

利益を守ることを目的として、会社法その他の法令及び当社定款により認められる対抗措置をとることが

ありますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様（大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者を

除きます）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しており

ません。当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に

従って適時適切な情報開示を行います。 

 5）本取組みの有効期限 

 本取組みは、特段の事情のない限り平成20年６月30日までを有効期限とし、その継続の可否については、

毎年定時株主総会後 初に開催される当社取締役会において検討することといたします。 

 なお、本取組みの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.zenrin.co. 

jp/news/pdf/060510_03.pdf）をご覧ください。 

  

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記取組みは、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、基本方

針に沿うものです。特に、対抗措置の発動に際しては、その内容として合理的な客観的要件が設定されている

こと、独立性の高い第三者委員会による勧告を 大限尊重して 終決定を行うこととされていることなどによ

り、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 



５【研究開発活動】 

 当社グループ(当社、連結子会社)は、市場が求める正確で新鮮かつ充実した地図関連情報を継続的に供給するため

に、事業の根幹である地図データベース作成システムの機能向上に努めております。 

 また、近年のＩＴ化の進展に伴う事業環境の変化に適応したサービスを提案するため、データ配信技術、ＩＴＳ

(高度道路交通システム)、３Ｄデジタル地図などをテーマに新技術の調査、開発に取り組んでおります。 

  現在、研究開発活動は、当社の研究部、海外ＤＢ(データベース)開発部、ＤＢ(データベース)設計部並びに㈱ジオ

技術研究所(連結子会社)により推進しております。 

  当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費合計額は335百万円であります。 

  事業の種類別セグメントの研究開発活動は、次のとおりであります。 

地図データベース関連事業 

 ① 海外カーナビゲーション用地図コンテンツ 

 海外における新たなカーナビゲーション用地図コンテンツの充実を図ることを目的とし、ＧＣＭ(Guidable City

Model)の開発を行っております。 

 ＧＣＭは本格的な現地調査を行い、路面のペイント情報などを地図上に表現した高度な２次元詳細地図と、実際

の町並みをリアルに再現した３Ｄデジタル地図を組み合わせ、シームレスなズームアップ・ダウンや、右左折に応

じたスムーズなレーン案内・誘導が可能な市街地エリアの地図コンテンツであります。 

 ② 国内カーナビゲーション用データ作成システム 

 ＩＴＳが目指す「安心」・「安全」・「快適」な車社会の実現に寄与するため、高鮮度・高精度地図データベー

スの研究開発を継続して行っております。 

  高鮮度地図は、差分更新機能を意識したデータベース仕様の検討から地図更新サービスを意識した研究開発を行

っております。 

 高精度地図は、高機能化が進む自動車自体の運転支援と結びつく高精度な情報を蓄積するために、情報収集調査

からデータベース作成まで一貫した整備工程の研究開発を行っております。 

  ③ ３Ｄデジタル地図 

  海外などでの様々なシーンで、建物や看板などのコンテンツ情報の収集・計測に対応するためのフレキシブルで

スピーディな運用が可能な可搬型の計測機器の開発や、収集・計測データを解析しコンテンツが持つ位置情報と地

図情報を関連付ける画像認識技術の向上を目指した研究開発を継続して行っております。 

  ④ 地図利用システム  

  インターネット上で利用できる地図情報配信サービスの利便性を高めることを目的とし、地図表示・操作性・検

索方法などを見直し、地図利用システムの新たな機能の調査及び研究開発を行っております。 

 なお、一般印刷関連事業、その他事業に係る研究開発活動はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 134,000,000 

計 134,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成19年11月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 38,200,910 38,200,910 

東京証券取引所 

市場第一部 

福岡証券取引所 

― 

計 38,200,910 38,200,910 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額

(百万円) 

資本金残高 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

 平成19年４月１日～ 

 平成19年９月30日 
― 38,200 ― 6,557 ― 13,111 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．上記のほか、自己株式を924千株所有しております。 

  ２．Capital Guardian Trust Company及びその共同保有者であるCapital International Limited、Capital  

International Inc.及びCapital International S.A.から平成19年３月７日付で提出された大量保有報告

書により、平成19年２月28日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として

当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

有限会社サンワ 北九州市小倉北区下到津一丁目６番36号 3,514 9.19 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 2,848 7.45 

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目１番１号 1,800 4.71 

大迫 久美子 福岡県古賀市 1,281 3.35 

ゼンリン従業員持株会 北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 1,112 2.91 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 932 2.44 

大迫 キミ子 北九州市小倉北区 900 2.35 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 753 1.97 

株式会社福岡銀行  福岡市中央区天神２丁目13番１号 694 1.81 

ステートストリートバンクアン

ドトラストカンパニー505202 

(常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行兜町証券決済業

務室) 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 665 1.74 

計 ― 14,501 37.96 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

Capital Guardian Trust Company 
11100 Santa Monica Boulevard,15th Fl., 
Los Angeles,CA 90071,U.S.A.  

971 2.54 

Capital International Limited 25 Bedford Street,London,England WC2E 9HN  512 1.34 

Capital International Inc. 
11100 Santa Monica Boulevard,15th Fl.,
Los Angeles,CA 90025,U.S.A.  

616 1.61 

Capital International S.A. 
3 Place des Bergues,1201 Geneva,
Switzerland 

167 0.43 

計 ― 2,266 5.93 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が6,900株(議決権の数69個)が含まれており

ます。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 役職の異動 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式    924,300
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式   37,113,400 371,134 ― 

単元未満株式 普通株式    163,210 ― 一単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 38,200,910 ― ― 

総株主の議決権 ― 371,134 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％) 

(自己保有株式) 

株式会社ゼンリン 

北九州市小倉北区室町 

一丁目１番１号 
924,300 ― 924,300 2.4 

計 ― 924,300 ― 924,300 2.4 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 3,410 3,460 3,350 3,340 3,490 2,910 

低(円) 2,865 3,030 3,030 2,895 2,720 2,370 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

専務取締役社長室長 専務取締役 梅木 悟一 平成19年10月１日 

取締役 取締役社長室長 平安 生明 平成19年10月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表につい

て、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務

諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   3,840 3,278   5,001 

２ 受取手形及び売掛金 ※５   9,787 10,018   13,076 

３ 有価証券   ― 1,550   ― 

４ たな卸資産 ※１   3,069 2,759   2,566 

５ 繰延税金資産   2,103 1,949   2,234 

６ その他   378 414   341 

貸倒引当金   △3 △24   △32 

流動資産合計   19,176 40.0 19,945 41.2   23,187 44.8

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※２       

(1) 建物及び構築物 ※３ 5,210 4,991 5,081   

(2) 土地 ※３ 8,296 8,296 8,296   

(3) その他 1,022 14,530 863 14,151 940 14,318 

２ 無形固定資産       

(1) ソフトウェア 4,593 5,266 4,661   

(2) ソフトウェア仮勘定 1,479 1,025 1,430   

(3) その他 4 6,077 69 6,360 3 6,095 

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   4,673 4,482 4,474   

(2) 繰延税金資産 2,036 1,979 2,149   

(3) その他 1,628 1,673 1,699   

貸倒引当金 △204 8,133 △164 7,969 △182 8,140 

固定資産合計   28,741 60.0 28,481 58.8   28,554 55.2

資産合計   47,918 100.0 48,427 100.0   51,742 100.0 

        
 



  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 買掛金   1,538 1,507   2,101 

２ 短期借入金 ※３   3,449 3,072   3,399 

３ 未払費用   3,472 3,545   3,954 

４ 役員賞与引当金   85 92   154 

５ 返品調整引当金   377 ―   ― 

６ その他   2,005 2,097   4,240 

流動負債合計   10,928 22.8 10,315 21.3   13,850 26.8

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金 ※３   3,707 1,954   2,209 

２ 退職給付引当金   2,597 2,669   2,667 

３ 役員退職慰労引当金   255 241   266 

４ その他   435 446   401 

固定負債合計   6,996 14.6 5,312 11.0   5,544 10.7

負債合計   17,924 37.4 15,628 32.3   19,395 37.5

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金   6,557 13.7 6,557 13.5   6,557 12.7

２ 資本剰余金   13,112 27.3 13,112 27.1   13,112 25.3

３ 利益剰余金     10,200 21.3 13,137 27.1   12,465 24.1

４ 自己株式   △1,397 △2.9 △1,904 △3.9   △1,401 △2.7

株主資本合計   28,472 59.4 30,903 63.8   30,734 59.4

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券 
評価差額金 

  1,136 2.4 1,019 2.1   1,026 2.0

２ 為替換算調整勘定   △76 △0.2 180 0.4   90 0.1

評価・換算差額等 
合計 

  1,060 2.2 1,200 2.5   1,116 2.1

Ⅲ 少数株主持分   461 1.0 695 1.4   496 1.0

純資産合計   29,993 62.6 32,799 67.7   32,347 62.5

負債純資産合計   47,918 100.0 48,427 100.0   51,742 100.0

        



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   23,051 100.0 23,753 100.0   51,278 100.0

Ⅱ 売上原価   12,995 56.4 13,424 56.5   27,978 54.6

売上総利益   10,056 43.6 10,329 43.5   23,299 45.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   8,732 37.9 8,887 37.4   17,527 34.1

営業利益   1,323 5.7 1,442 6.1   5,771 11.3

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息 3 12 10   

２ 受取配当金 24 78 40   

３ 不動産賃貸収入 87 84 169   

４ 作業くず等売却収入 18 25 42   

５ その他 42 177 0.8 62 263 1.1 106 370 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息 35 34 76   

２ 敷金契約解約損 14 31 20   

３ 賃貸資産減価償却費 23 11 42   

４ 為替差損 13 0 142   

５ その他 14 101 0.4 10 87 0.4 29 311 0.6

経常利益   1,399 6.1 1,617 6.8   5,830 11.4

Ⅵ 特別利益       

１ 貸倒引当金戻入益 15 7 3   

２ 固定資産売却益 ※２ 18 25 18   

３ 投資有価証券売却益 13 19 13   

４ 返品調整引当金戻入益 ― 46 0.2 ― 52 0.2 376 411 0.8

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産売廃却損 ※３ 30 36 85   

２ 投資有価証券評価損 3 ― 14   

３ ゴルフ会員権等評価損 ― 33 0.2 ― 36 0.1 4 105 0.2

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  1,411 6.1 1,634 6.9   6,136 12.0

法人税、住民税 
及び事業税 

245 220 2,467   

法人税等調整額 413 659 2.9 499 720 3.0 241 2,708 5.3

少数株主利益   4 0.0 10 0.1   40 0.1

中間(当期)純利益   747 3.2 903 3.8   3,388 6.6

                      



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計   資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他 
有価証券
評価 
差額金 

為替換算
調整勘定

評価・ 
換算差額 
等合計 

平成18年３月31日 
残高   （百万円） 

6,557 13,111 10,329 △331 29,667 1,652 △78 1,574 456 31,697 

中間連結会計期間
中の変動額 

                    

自己株式処分 
差益 

  0     0         0 

剰余金の配当 
（注） 

    △756   △756         △756 

役員賞与（注）     △120   △120         △120 

中間純利益     747   747         747 

自己株式の取得       △1,066 △1,066         △1,066 

自己株式の処分       0 0         0 

株主資本以外の 
項目の中間連結 
会計期間中の 
変動額（純額） 

          △516 1 △514 4 △509 

中間連結会計期間 
中の変動額合計 
    （百万円） 

― 0 △129 △1,066 △1,195 △516 1 △514 4 △1,704 

平成18年９月30日 
残高  （百万円） 

6,557 13,112 10,200 △1,397 28,472 1,136 △76 1,060 461 29,993 



 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  株主資本  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計   資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他 
有価証券
評価 
差額金 

為替換算
調整勘定

評価・ 
換算差額 
等合計 

平成19年３月31日 
残高   （百万円） 

6,557 13,112 12,465 △1,401 30,734 1,026 90 1,116 496 32,347 

中間連結会計期間
中の変動額 

                    

自己株式処分 
差益 

  0     0         0 

剰余金の配当     △374   △374         △374 

中間純利益     903   903         903 

連結子会社の時
価発行増資に伴
う持分変動差額 

    142   142         142 

自己株式の取得       △502 △502         △502 

自己株式の処分       0 0         0 

株主資本以外の 
項目の中間連結 
会計期間中の 
変動額（純額） 

          △6 90 83 199 283 

中間連結会計期間 
中の変動額合計 
    （百万円） 

― 0 671 △502 168 △6 90 83 199 452 

平成19年９月30日 
残高  （百万円） 

6,557 13,112 13,137 △1,904 30,903 1,019 180 1,200 695 32,799 



 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本  評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計   資本金 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他 
有価証券
評価 
差額金 

為替換算
調整勘定

評価・ 
換算差額 
等合計 

平成18年３月31日 
残高   （百万円） 

6,557 13,111 10,329 △331 29,667 1,652 △78 1,574 456 31,697 

連結会計年度中の
変動額 

                    

自己株式処分 
差益 

  0     0         0 

剰余金の配当 
（注） 

    △756   △756         △756 

剰余金の配当     △374   △374         △374 

役員賞与（注）     △120   △120         △120 

当期純利益     3,388   3,388         3,388 

自己株式の取得       △1,070 △1,070         △1,070 

自己株式の処分       0 0         0 

株主資本以外の 
項目の連結会計 
年度中の変動額
（純額） 

          △626 168 △457 40 △417 

連結会計年度中の 
変動額合計 
    （百万円） 

― 0 2,136 △1,069 1,067 △626 168 △457 40 649 

平成19年３月31日 
残高  （百万円） 

6,557 13,112 12,465 △1,401 30,734 1,026 90 1,116 496 32,347 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  1,411 1,634 6,136 

２ 減価償却費   1,462 1,382 3,035 
３ 役員賞与引当金の増減額 

(減少：△) 
  85 △61 154 

４ 退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

  75 1 145 

５ 受取利息及び受取配当金   △28 △90 △51 
６ 支払利息   35 34 76 
７ 売上債権の増減額 

(増加：△) 
  1,956 3,091 △1,301 

８  たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

  △219 △189 286 

９ 仕入債務の増減額 
(減少：△) 

  △333 △615 209 

10 未払費用の増減額 
(減少：△) 

  ― △415 633 

11 未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

  △169 △261 111 

12 役員賞与の支払額   △120 ― △120 
13 その他   △47 △206 △353 

小計   4,108 4,304 8,963 

14 利息及び配当金の受取額   28 89 51 
15 利息の支払額   △37 △35 △78 
16 法人税等の支払額   △886 △2,111 △1,303 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  3,211 2,246 7,632 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 定期預金の純増減額 
(増加：△) 

  △3 1 △3 

２ 有形・無形固定資産の 
取得による支出 

  △1,567 △1,360 △2,932 

３ 有形・無形固定資産の 
売却による収入 

  0 27 50 

４ 投資有価証券の取得に 
よる支出 

  △75 △7 △79 

５ 投資有価証券の売却に 
よる収入 

  21 38 28 

６ 少数株主からの子会社株式 
の取得による支出 

  ― △146 ― 

７ 貸付金の純増減額 
(増加：△) 

  17 11 23 

８ その他   ― △7 △65 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △1,607 △1,442 △2,979 

 



    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 短期借入金の純増減額 
(減少：△) 

  △1,780 △55 △2,330 

２ 長期借入による収入   1,300 ― 1,300 
３ 長期借入金の返済による 

支出 
  △682 △526 △1,679 

４ 少数株主への株式の発行に 
よる収入 

  ― 408 ― 

５ 自己株式の取得による支出   △1,066 △502 △1,070 
６ 自己株式の売却による収入   0 0 1 
７ 配当金の支払額   △755 △373 △1,129 

８ 少数株主への 
  配当金の支払額 

  ― △14 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △2,982 △1,064 △4,908 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

  △7 39 28 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額(減少：△) 

  △1,385 △221 △225 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

  5,207 4,981 5,207 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

  3,821 4,759 4,981 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ゼンリンプリンテックス 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ゼンリンプリンテックス 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ８社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ゼンリンプリンテックス 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

㈱エム・アール・シー 

非連結子会社は資産基準、売上

高基準、利益基準及び利益剰余

金基準等の観点からみていずれ

も小規模であり、全体としても

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため、連結の範囲

に含めておりません。 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

㈱エム・アール・シー 

非連結子会社は資産基準、売上

高基準、利益基準及び利益剰余

金基準等の観点からみていずれ

も小規模であり、全体としても

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないため、連結の範囲

に含めておりません。 

なお、当中間連結会計期間にお

いて非連結子会社であった㈱ゼ

ンリン広島は、平成19年６月22

日開催の当社株主総会決議に基

づき、平成19年10月１日付で当

社に吸収合併されました。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

㈱エム・アール・シー 

非連結子会社は資産基準、売上

高基準、利益基準及び利益剰余

金基準等の観点からみていずれ

も小規模であり、全体としても

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼさないため、連結の範囲に含

めておりません。 

なお、当社は、平成18年12月22

日付で㈱ゼンリン広島の発行済

株式の全てを取得し100％子会

社といたしました。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

及び関連会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

及び関連会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社

及び関連会社はありません。 

      

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称等 

沖縄インターマップ㈱ 

持分法非適用会社は中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、これらの

会社に対する投資については持

分法を適用せず原価法によって

評価しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称等 

同左 

  

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称等 

沖縄インターマップ㈱ 

持分法非適用会社は当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、これらの会

社に対する投資については持分

法を適用せず原価法によって評

価しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

連結子会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社は次

のとおりであります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 

連結子会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社は次のとおり

であります。 

   会社名   中間決算日   

ZENRIN USA,INC. ６月30日 

ZENRIN EUROPE GmbH ６月30日 

大計数据処理(深圳) 

有限公司 
６月30日 

上海大計数据処理公司 ６月30日 

          

    

    

  

  
  

    

   会社名   決算日   

 ZENRIN USA,INC. 12月31日 

 ZENRIN EUROPE GmbH 12月31日 

 大計数据処理(深圳) 

有限公司 
12月31日 

上海大計数据処理公司 12月31日 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

なお、中間連結財務諸表の作成に

あたっては連結子会社の同日現在

の中間財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整

を行うこととしております。 

  なお、連結財務諸表の作成にあた

っては連結子会社の同日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行うこと

としております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

  ① 有価証券 

   a 満期保有目的の債券 

     償却原価法(定額法) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

  ① 有価証券 

   a 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

なお、譲渡性預金について

は、取得原価をもって貸借

対照表価額としておりま

す。  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

  ① 有価証券 

   a 満期保有目的の債券 

     償却原価法(定額法) 

  

   b その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

   b その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

   b その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、中間連結貸借対

照表及び中間連結損益計算

書双方について持分相当額

を純額で取り込んでおりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるものは、中間連結貸

借対照表及び中間連結損益

計算書双方について持分相

当額を純額で取り込んでお

ります。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、連結貸借対照表

及び連結損益計算書双方に

ついて持分相当額を純額で

取り込んでおります。 

  ② たな卸資産 

主として総平均法による原価

法を採用しております。 

  ② たな卸資産 

同左 

  ② たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

  ① 有形固定資産 

a 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

  ① 有形固定資産 

a 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

  ① 有形固定資産 

a 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

b その他 

主として定率法 

b その他 

主として定率法 

b その他 

主として定率法 

(主な耐用年数) 

建物 15年～50年 

機械装置及び

運搬具 
５年～10年 

(主な耐用年数) 

建物 15年～50年

機械装置及び

運搬具 
５年～10年

(主な耐用年数) 

建物 15年～50年

機械装置及び

運搬具 
５年～10年

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これによる損益及びセグメント

情報に与える影響は軽微であり

ます。 

 

  (追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

これによる損益及びセグメント

情報に与える影響は軽微であり

ます。 

 

  ② 無形固定資産 

   ソフトウェア 

   a 市場販売目的のソフトウェア 

見込販売数量に基づく償却

額と３年を限度とする残存

有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法 

  ② 無形固定資産 

同左 

  

  

  ② 無形固定資産 

同左 

  

  

   b 自社利用ソフトウェア 

５年を限度とする利用可能

期間で定額法により償却す

る方法 

  

  

  

  

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 単行本在庫調整引当金 

住宅地図帳の売れ残り書籍の

評価損に備えるため、出版部

数に対する一定期間の販売部

数を算定基礎とした評価損失

見込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 単行本在庫調整引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 単行本在庫調整引当金 

同左 

  ② 貸倒引当金 

営業債権等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

  ② 貸倒引当金 

同左 

  ② 貸倒引当金 

同左 

  ③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度に係る支

給見込額のうち、当中間連結

会計期間負担額を計上してお

ります。 

  ③ 役員賞与引当金 

同左 

  ③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度に係る支

給見込額を計上しておりま

す。 

  ④ 返品調整引当金 

道路地図及び旅行ガイド製品

の返品による損失に備えるた

め、過去の返品実績を基準と

した返品予測高に対する損失

見込額を計上しております。 

      ―――――       ――――― 

⑤ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

  ④ 退職給付引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。  

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(15年)によ

る定額法により費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

なお、当社は平成18年４月27

日開催の取締役会において、

役員退職慰労金制度を平成18

年３月31日付で廃止すること

を決議いたしました。当該制

度の廃止に伴い、在任中の取

締役及び監査役の在任期間に

係る役員退職慰労金について

は、それぞれの役員の退任時

に支給することといたしまし

た。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

なお、当社は平成18年３月31

日付で役員退職慰労金制度を

廃止しており、当中間連結会

計期間末の役員退職慰労引当

金残高は、制度廃止時に在任

していた役員に対する当社所

定の基準による打切支給予定

額であり、支給時期はそれぞ

れの役員の退任時としており

ます。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程(内規)に基づく期末要支給

額を計上しております。 

なお、当社は平成18年３月31

日付で役員退職慰労金制度を

廃止しており、当連結会計年

度末の役員退職慰労引当金残

高は、制度廃止時に在任して

いた役員に対する当社所定の

基準による打切支給予定額で

あり、支給時期はそれぞれの

役員の退任時としておりま

す。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引は、

通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

投資としております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同左 



会計方針の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員賞与に関する会計基準)  

当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を適

用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、それぞ

れ85百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

――――― (役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用し

ております。 

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ154百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、29,532百万円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、31,851百万円でありま

す。 

なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。  



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

 ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

(中間連結損益計算書関係)  

１ 保険受取額 

 従来、区分掲記していた「保険受取額」につきまして

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、

当中間連結会計期間より営業外収益の「その他」に含め

て表示することといたしました。 

なお、当中間連結会計期間における「保険受取額」は３

百万円であります。 

２ 作業くず等売却収入  

従来、営業外収益の「その他」に含めて表示していた

「作業くず等売却収入」につきましては、営業外収益の

100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より区分

掲記することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「作業くず等売却収

入」は14百万円であります。  

３ 賃貸資産減価償却費及び敷金契約解約損   

従来、営業外費用の「その他」に含めて表示していた

「賃貸資産減価償却費」及び「敷金契約解約損」につき

ましては、営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することといたし

ました。 

なお、前中間連結会計期間における「賃貸資産減価償却

費」及び「敷金契約解約損」はそれぞれ23百万円及び18

百万円であります。 

(中間連結貸借対照表関係) 

有価証券 

従来、流動資産の「その他」に含めて表示していた「有

価証券」につきましては、資産の総額の100分の１を超

えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「有価証券」は50百

万円であります。 

――――― 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)、返品調整引当 

金の増減額(減少：△)、投資有価証券等評価損、固定資 

産売廃却損益(売却益：△)及び投資有価証券売却損益(売 

却益：△) 

従来、区分掲記していた「役員退職慰労引当金の増減額

(減少：△)」、「返品調整引当金の増減額(減少：

△)」、「投資有価証券等評価損」、「固定資産売廃却

損益(売却益：△)」及び「投資有価証券売却損益(売却

益：△)」につきましては、金額的重要性がないため、

当中間連結会計期間より営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間における「役員退職慰労引 

 当金の増減額(減少：△)」は△121百万円、「返品調整 

 引当金の増減額(減少：△)」は△１百万円、「投資有 

 価証券等評価損」は３百万円、「固定資産売廃却損益 

 (売却益△)」は11百万円、「投資有価証券売却損益(売 

 却益：△)」は△13百万円であります。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

未払費用の増減額(減少：△)  

従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示していた「未払費用の増減額(減少：△)」

につきましては、金額的重要性が増したため、当中間連

結会計期間より区分掲記することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「未払費用の増減額

(減少：△)」は157百万円であります。  

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は637百万円であります。 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は668百万円であります。 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は459百万円であります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

       8,538百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

         8,935百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

        8,808百万円 

※３ 担保に供している資産及び対応

する債務 

※３       ―――――  ※３       ――――― 

 (担保に供している資産) 

建物及び構築物 998百万円

土地 726 

計 1,724百万円

    

 (対応する債務) 

短期借入金 449百万円

長期借入金 1,257 

計 1,707百万円

    

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

被保証者   保証金額 

従業員(９名)   2百万円

被保証者   保証金額 

従業員(４名)    1百万円

被保証者   保証金額 

従業員(６名)    1百万円

※５  中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末日の残高に含まれてお

ります。 

  受取手形     22百万円 

※５  中間連結会計期間末日の満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末日の残高に含まれてお

ります。 

  受取手形     23百万円 

※５  当連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

なお、当連結会計年度末日は金

融機関の休日であったため、次

の満期手形が当連結会計年度末

日の残高に含まれております。

  

  受取手形     15百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

内訳は下記のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

内訳は下記のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な

内訳は下記のとおりでありま

す。 

人件費 5,351百万円

役員賞与引当金 
繰入額 

85 

  
退職給付引当金 
繰入額 

  
99 

  
役員退職慰労引当金 
繰入額 

  
9 

  
賃借料 

  
829 

研究開発費 228 

その他 2,128 

計 8,732百万円

人件費 5,417百万円

役員賞与引当金
繰入額 

 92 

  
退職給付引当金 
繰入額 

 99 

  
役員退職慰労引当金 
繰入額 

 8 
  
賃借料  815 

研究開発費  335 

その他 2,117 

計 8,887百万円

人件費 10,783百万円

役員賞与引当金 
繰入額 

 154 

退職給付引当金 
繰入額 

  
 197 

役員退職慰労引当金 
繰入額 

  
 19 

賃借料 
  
 1,654 

研究開発費  418 

その他 4,300 

計 17,527百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は下記の

とおりであります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は下記の

とおりであります。 

※２ 固定資産売却益の内訳は下記の

とおりであります。 

ソフトウェア 18百万円

その他 0 

計 18百万円

機械装置及び運搬具 

（「その他」） 
  25百万円

   

ソフトウェア  18百万円

その他  0 

計   18百万円

※３ 固定資産売廃却損の内訳は下記

のとおりであります。 

※３ 固定資産売廃却損の内訳は下記

のとおりであります。 

※３ 固定資産売廃却損の内訳は下記

のとおりであります。 

建物及び構築物 26百万円

ソフトウェア  2 

その他 1 

計 30百万円

建物及び構築物   20百万円

ソフトウェア  13 

その他  2 

計   36百万円

建物及び構築物   29百万円

ソフトウェア  45 

その他  10 

計    85百万円

     

 ４ 当社グループの売上高は、季節

的変動が著しく、連結会計年度

の下半期に売上が集中する傾向

にあります。 

 ４      同左  ４    ――――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加381千株は、取締役会決議による取得380千株及び単元未満株主の買取請

求に基づく取得０千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加185千株は、取締役会決議による取得184千株及び単元未満株主の買取請

求に基づく取得１千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式 38,200 ― ― 38,200 

 自己株式         

   普通株式 357 381 0 738 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 756  20   平成18年３月31日  平成18年６月23日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年10月31日 

取締役会 
普通株式 374 利益剰余金 10  平成18年９月30日  平成18年12月４日

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式 38,200 ― ― 38,200 

 自己株式         

   普通株式 739 185 0 924 



 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の増加382千株は、取締役会決議による取得380千株及び単元未満株主の買取請求に基づ

く取得２千株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 374  10   平成19年３月31日  平成19年６月25日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年10月31日 

取締役会 
普通株式 372  利益剰余金 10   平成19年９月30日  平成19年12月４日

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末 

株式数（千株） 

 発行済株式        

   普通株式 38,200 ― ― 38,200 

 自己株式         

   普通株式 357 382 0 739 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 756  20   平成18年３月31日  平成18年６月23日 

平成18年10月31日 

取締役会 
普通株式 374  10   平成18年９月30日  平成18年12月４日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  374 利益剰余金 10   平成19年３月31日  平成19年６月25日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 3,840百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △18 

現金及び 
現金同等物 3,821百万円

(平成19年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 3,278百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △18 

取得日から３ヶ月
以内に満期日の到
来する譲渡性預金 
(有価証券勘定に
含む) 1,500 

現金及び 
現金同等物  4,759百万円

(平成19年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 5,001百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △19 

現金及び 
現金同等物 4,981百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 １ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

 １ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

 １ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

  
機械装置
及び 
運搬具 

  
工具、 

器具及び
備品 

  計 

  (百万円)   (百万円)   (百万円) 

取得価額 
相当額 

1,637  1,364  3,002

  
減価償却累
計額相当額 

1,262  424  1,687

  
減損損失累
計額相当額 

51  5  56

  
中間期末 
残高相当額 

324  934  1,258

  
機械装置
及び 
運搬具 

 
工具、

器具及び
備品 

  計 

  (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 

1,223  1,510  2,734

  
減価償却累
計額相当額 

954  662  1,616

  
減損損失累
計額相当額 

48  4  52

  
中間期末 
残高相当額 

219  844  1,064

  
機械装置

及び 
運搬具 

  
工具、 
器具及び
備品 

  計 

  (百万円)   (百万円)   (百万円)

取得価額
相当額 

1,345  1,449  2,795

減価償却累
計額相当額 

1,031  503  1,535

減損損失累
計額相当額 

49  4  54

期末残高 
相当額 

263  941  1,205

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等    

   未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 486百万円

１年超 867 

計 1,353百万円
リース資産減損勘定
の中間期末残高 30百万円

１年以内    475百万円

１年超 620 

計  1,095百万円
リース資産減損勘定
の中間期末残高   14百万円

１年以内    513百万円

１年超 773 

計 1,286百万円
リース資産減損勘定
の期末残高 22百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 277百万円
  
リース資産減損 
勘定の取崩額 

  
9百万円

  
減価償却費 
相当額 

  
239百万円

  
支払利息相当額 

  
23百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料    284百万円
  
リース資産減損
勘定の取崩額 

 7百万円
  
減価償却費 
相当額 

   249百万円
  
支払利息相当額   22百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 582百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

  
17百万円

減価償却費 
相当額 

  
505百万円

支払利息相当額 
  

49百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

 ２    ――――― 

   

 ２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

 ２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

  １年以内    13百万円

１年超 39 

計 52百万円

１年以内    7百万円

１年超 23 

計 30百万円



（有価証券関係） 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

(2) その他有価証券 

（注） 有価証券について３百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式３百万円)減損処理しており

ます。 

なお、当社グループは投資価値の下落が一時的でなく、かつ、回復可能性がないと判断した場合、評価損を

計上しております。その判断は、帳簿価額を下回った期間の長さ及び下落幅、当該会社の財務状況及び将来

の事業計画等に基づき総合的に検討しております。 

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

(2) その他有価証券 

（注） 有価証券について１百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式１百万円)減損処理しており

ます。 

なお、当社グループは投資価値の下落が一時的でなく、かつ、回復可能性がないと判断した場合、評価損を

計上しております。その判断は、帳簿価額を下回った期間の長さ及び下落幅、当該会社の財務状況及び将来

の事業計画等に基づき総合的に検討しております。 

  取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 1,621百万円   3,545百万円   1,924百万円 

その他 50   50   0 

 計 1,672百万円   3,596百万円   1,924百万円 

私募債   2百万円     

非上場株式   761百万円   

匿名組合等への出資   159百万円   

  取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 1,650百万円   3,379百万円   1,729百万円 

その他 50   50   0 

 計 1,701百万円   3,430百万円   1,729百万円 

譲渡性預金 

私募債 

  

  

1,500百万円 

2百万円 
    

非上場株式   714百万円   

匿名組合等への出資   180百万円   



Ⅲ 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(1) 満期保有目的の債券 

(2) その他有価証券 

（注） 有価証券について14百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式14百万円)減損処理しており

ます。 

なお、当社グループは投資価値の下落が一時的でなく、かつ、回復可能性がないと判断した場合、評価損を

計上しております。その判断は、帳簿価額を下回った期間の長さ及び下落幅、当該会社の財務状況及び将来

の事業計画等に基づき総合的に検討しております。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４

月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので、記載事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４

月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社グループでは、ストック・オプションに係る費用等は計上しておりません。 

  取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 1,622百万円   3,347百万円   1,725百万円 

その他 50   50   0 

 計 1,672百万円   3,398百万円   1,725百万円 

私募債   2百万円     

非上場株式   750百万円   

匿名組合等への出資   169百万円   



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 （注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

               データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………ＣＡＤ受託処理、仕入商品 

２ 事業区分の変更 

 当中間連結会計期間より、当社グループの事業区分につきましては、「住宅地図出版関連事業」、「電子

地図関連事業」、「一般印刷関連事業」及び「その他事業」の４事業区分から、「地図データベース関連事

業」、「一般印刷関連事業」及び「その他事業」の３事業区分に変更しております。 

 この変更は、近年の急激な情報産業の発展に伴い、地図情報の販売形態が、住宅地図帳などの印刷物から

ＤＶＤなど各種メディアに加えて、インターネットを介した配信などへ多様化し、地図関連情報の総合的な

コンテンツ企業を目指す当社グループにおいては、従来の事業区分では適切に事業実態を表すことができな

いため、「住宅地図出版関連事業」と「電子地図関連事業」を、「地図データベース関連事業」に統合した

ものであります。 

 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の

事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。  

  

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
19,733 2,456 861 23,051 ― 23,051 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 215 32 248 (248) ― 

計 19,733 2,672 894 23,300 (248) 23,051 

営業費用 18,557 2,691 768 22,017 (289) 21,727 

営業利益(損失：△) 1,175 △18 125 1,282 41 1,323 

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
18,809 2,546 1,066 22,421 ― 22,421 

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― 148 36 184 (184) ― 

計 18,809 2,694 1,102 22,606 (184) 22,421 

営業費用 18,003 2,685 896 21,585 (226) 21,359 

営業利益(損失：△) 805 8 206 1,021 41 1,062 



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

３ 会計方針の変更 

「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、役員賞与に関する会計基準を適用してお

り、地図データベース関連事業及びその他事業の営業利益は、それぞれ81百万円及び３百万円減少しており

ます。 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 （注）  事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

               データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………ＣＡＤ受託処理、仕入商品 

  

  

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
(百万円) 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
41,779 5,159 2,067 49,006 ― 49,006 

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― 349 94 443 (443) ― 

計 41,779 5,508 2,162 49,450 (443) 49,006 

営業費用 37,236 5,367 1,783 44,387 (512) 43,875 

営業利益(損失：△) 4,542 140 378 5,062 68 5,131 

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
（百万円） 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
20,307 2,416 1,029 23,753 ― 23,753 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 180 15 195 (195) ― 

計 20,307 2,597 1,044 23,949 (195) 23,753 

営業費用 18,932 2,633 991 22,557 (246) 22,311 

営業利益(損失：△) 1,374 △36 53 1,391 50 1,442 



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 （注）１ 事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称 

(1) 事業区分の方法………………内部管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業に属する主要な製品の名称 

① 地図データベース関連事業…住宅地図帳、応用地図、住宅地図データベース、カーナビゲーション用

データ 

② 一般印刷関連事業……………一般印刷物 

③ その他事業……………………ＣＡＤ受託処理、仕入商品 

２ 事業区分の変更 

 当連結会計年度より、当社グループの事業区分につきましては、「住宅地図出版関連事業」、「電子地図

関連事業」、「一般印刷関連事業」及び「その他事業」の４事業区分から、「地図データベース関連事

業」、「一般印刷関連事業」及び「その他事業」の３事業区分に変更しております。 

 この変更は、近年の急激な情報産業の発展に伴い、地図情報の販売形態が、住宅地図帳などの印刷物から

ＤＶＤなど各種メディアに加えて、インターネットを介した配信などへ多様化し、地図関連情報の総合的な

コンテンツ企業を目指す当社グループにおいては、従来の事業区分では適切に事業実態を表すことができな

いため、「住宅地図出版関連事業」と「電子地図関連事業」を、「地図データベース関連事業」に統合した

ものであります。 

 なお、前連結会計年度において、当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報

は、次のとおりであります。  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

３ 会計方針の変更 

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、役員賞与に関する会計基準を適用しており、地

図データベース関連事業、一般印刷関連事業及びその他事業の営業利益は、それぞれ140百万円、10百万円

及び３百万円減少しております。 

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
(百万円) 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
44,200 5,111 1,965 51,278 ― 51,278 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
0 575 103 678 (678) ― 

計 44,201 5,687 2,068 51,957 (678) 51,278 

営業費用 38,897 5,649 1,721 46,268 (761) 45,506 

営業利益(損失：△) 5,303 38 346 5,689 82 5,771 

  

地図データ 
ベース 
関連事業 
(百万円) 

一般印刷 
関連事業 

(百万円) 

その他事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
41,779 5,159 2,067 49,006 ― 49,006 

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― 349 94 443 (443) ― 

計 41,779 5,508 2,162 49,450 (443) 49,006 

営業費用 37,236 5,367 1,783 44,387 (512) 43,875 

営業利益(損失:△) 4,542 140 378 5,062 68 5,131 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年

４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

   ３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

特に記載すべき事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 788円31銭

１株当たり中間純利益 19円82銭

１株当たり純資産額   861円23銭

１株当たり中間純利益 24円14銭

１株当たり純資産額    850円23銭

１株当たり当期純利益    90円13銭

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 747 903 3,388 

普通株主に帰属しない金額 

(百万円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 

純利益(百万円) 
747 903 3,388 

普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
37,726 37,437 37,592 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 29,993 32,799 32,347 

純資産の部の合計額から控除する 

金額(百万円) 
461 695 496 

(うち少数株主持分) (461) (695) (496)

普通株式に係る中間期末(期末)の 

純資産額(百万円) 
29,532 32,103 31,851 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末(期末)の普通株式

の数 

(千株) 

37,462 37,276 37,461 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                     

Ⅰ 流動資産                     

１ 現金及び預金   1,896     1,038     2,936     

２ 受取手形 ※４ 193     190     141     

３ 売掛金   8,087     8,137     10,983     

４ 有価証券   ―     1,500     ―     

５ たな卸資産 ※１ 2,993     2,659     2,464     

６ 繰延税金資産   1,945     1,748     2,060     

７ その他   228     184     180     

貸倒引当金   △3     △21     △28     

流動資産合計     15,341 37.9   15,436 38.6   18,737 43.2 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産 ※２                   

(1) 建物   3,326     3,231     3,261     

(2) 土地   5,546     5,546     5,546     

(3) その他   798     617     697     

計   9,671     9,396     9,505     

２ 無形固定資産                     

(1) ソフトウェア   3,988     4,650     4,026     

(2) ソフトウェア仮勘定   1,350     875     1,409     

(3) その他   0     ―     ―     

計   5,339     5,525     5,435     

３ 投資その他の資産                     

(1) 投資有価証券   6,228     6,196     6,116     

(2) 繰延税金資産   2,412     1,899     2,058     

(3) その他   1,627     1,681     1,721     

貸倒引当金   △179     △141     △156     

計   10,089     9,634     9,740     

固定資産合計     25,099 62.1   24,556 61.4   24,681 56.8 

資産合計     40,441 100.0   39,993 100.0   43,418 100.0 

        
 



    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                     

Ⅰ 流動負債                     

１ 買掛金   1,186     1,121     1,720     

２ 短期借入金   2,250     1,280     1,590     

３ 未払費用   3,105     3,225     3,580     

４ 未払法人税等   95     39     1,766     

５ 役員賞与引当金   66     68     108     

６ 返品調整引当金   377     ―     ―     

７ その他   1,563     1,728     1,899     

流動負債合計     8,644 21.4   7,463 18.7   10,664 24.6 

Ⅱ 固定負債                     

１ 長期借入金   1,900     1,205     1,410     

２ 退職給付引当金   2,015     2,174     2,140     

３ 役員退職慰労引当金   162     158     162     

４ その他   117     117     116     

固定負債合計     4,196 10.4   3,656 9.1   3,829 8.8 

負債合計     12,840 31.8   11,119 27.8   14,494 33.4 

(純資産の部)                     

Ⅰ 株主資本                     

１ 資本金     6,557 16.2   6,557 16.4   6,557 15.1 

２ 資本剰余金                     

(1) 資本準備金   13,111     13,111     13,111     

(2) その他資本剰余金   0     1     1     

資本剰余金合計     13,112 32.4   13,112 32.8   13,112 30.2 

３ 利益剰余金                     

(1) 利益準備金   485     485     485     

(2) その他利益剰余金                     

固定資産圧縮積立金   63     60     61     

別途積立金   7,000     8,500     7,000     

繰越利益剰余金   1,097     1,488     2,491     

利益剰余金合計     8,646 21.4   10,533 26.4   10,038 23.1 

４ 自己株式     △1,397 △3.5   △1,904 △4.8   △1,401 △3.2 

株主資本合計     26,918 66.5   28,299 70.8   28,307 65.2 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

 その他有価証券 

 評価差額金 
    682 1.7   573 1.4   616 1.4 

評価・換算差額等 
合計 

    682 1.7   573 1.4   616 1.4 

純資産合計     27,600 68.2   28,873 72.2   28,924 66.6 

負債純資産合計     40,441 100.0   39,993 100.0   43,418 100.0 

        



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   18,789 100.0 18,837 100.0   42,045 100.0 

Ⅱ 売上原価   10,441 55.6 10,406 55.2   22,897 54.5

売上総利益   8,348 44.4 8,431 44.8   19,147 45.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,404 39.4 7,399 39.3   14,813 35.2

営業利益   943 5.0 1,032 5.5   4,333 10.3

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息 1 6 2   

２ 受取配当金 26 271 163   

３ 不動産賃貸収入 100 105 200   

４ その他 37 165 0.9 50 433 2.3 89 456 1.1

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息 17 17 40   

２ その他 41 59 0.3 54 71 0.4 72 113 0.3

経常利益   1,049 5.6 1,394 7.4   4,676 11.1

Ⅵ 特別利益 ※１   42 0.2 20 0.1   414 1.0

Ⅶ 特別損失 ※２   31 0.2 22 0.1   52 0.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,060 5.6 1,392 7.4   5,038 12.0

法人税、住民税 
及び事業税 

55 21 1,982   

法人税等調整額 438 493 2.6 501 523 2.8 721 2,703 6.4

中間(当期)純利益   567 3.0 869 4.6   2,334 5.6

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

 評価・

換算 

 差額等 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式 

株主 
資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価 
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

固定資産
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 

 剰余金 

平成18年３月 

 31日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 0 485 68 5,500 2,869 △331 28,261 1,013 29,274

中間会計期間中

の変動額 
                     

自己株式 

処分差益 
    0           0   0

固定資産 

圧縮積立金の

取崩（注） 

        △3   3   ―   ―

固定資産 

圧縮積立金の

取崩 

        △1   1   ―   ―

別途積立金の

積立（注） 
          1,500 △1,500   ―   ―

剰余金の配当

（注） 
            △756   △756   △756

役員賞与

（注） 
            △88   △88   △88

中間純利益             567   567   567

自己株式の 

取得 
              △1,066 △1,066   △1,066

自己株式の 

処分 
              0 0   0

株主資本以外

の項目の中間 

会計期間中の 

変動額(純額) 

                  △330 △330

中間会計期間中

の変動額合計 

  （百万円） 

― ― 0 ― △5 1,500 △1,772 △1,066 △1,343 △330 △1,673

平成18年９月 

 30日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 0 485 63 7,000 1,097 △1,397 26,918 682 27,600



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 

株主資本 

 評価・

換算 

 差額等 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式 

株主 
資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価 
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

固定資産
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 

 剰余金 

平成19年３月 

 31日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 1 485 61 7,000 2,491 △1,401 28,307 616 28,924

中間会計期間中

の変動額 
                     

自己株式 

処分差益 
    0           0   0

固定資産 

圧縮積立金の

取崩 

        △1   1   ―   ―

別途積立金の

積立 
          1,500 △1,500   ―   ―

剰余金の配当             △374   △374   △374

中間純利益             869   869   869

自己株式の 

取得 
              △502 △502   △502

自己株式の 

処分 
              0 0   0

株主資本以外

の項目の中間 

会計期間中の 

変動額(純額) 

                  △43 △43

中間会計期間中

の変動額合計 

  （百万円） 

― ― 0 ― △1 1,500 △1,003 △502 △7 △43 △50

平成19年９月 

 30日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 1 485 60 8,500 1,488 △1,904 28,299 573 28,873



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

 評価・

換算 

 差額等 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式 

株主 
資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価 
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

固定資産
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 

 剰余金 

平成18年３月 

 31日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 0 485 68 5,500 2,869 △331 28,261 1,013 29,274

事業年度中の 

変動額 
                     

自己株式 

処分差益 
    0           0   0

固定資産 

圧縮積立金の

取崩（注） 

        △3   3   ―   ―

固定資産 

圧縮積立金の

取崩 

        △3   3   ―   ―

別途積立金の

積立（注） 
          1,500 △1,500   ―   ―

剰余金の配当

（注） 
            △756   △756   △756

剰余金の配当             △374   △374   △374

役員賞与

（注） 
            △88   △88   △88

当期純利益             2,334   2,334   2,334

自己株式の 

取得 
              △1,070 △1,070   △1,070

自己株式の 

処分 
              0 0   0

株主資本以外

の項目の事業

年度中の変動

額(純額) 

                  △396 △396

事業年度中の 

変動額合計 

  （百万円） 

― ― 0 ― △7 1,500 △377 △1,069 45 △396 △350

平成19年３月 

 31日残高 

  （百万円） 

6,557 13,111 1 485 61 7,000 2,491 △1,401 28,307 616 28,924



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

     ―――――     

  

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

譲渡性預金については、取

得原価をもって貸借対照表

価額としております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

     ―――――     

  

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

a 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

② 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

③ その他有価証券 

a 時価のあるもの 

同左 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

② その他有価証券 

a 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定) 

b 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、中間貸借対照表

及び中間損益計算書双方に

ついて持分相当額を純額で

取り込んでおります。 

b 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるものは、中間貸借対

照表及び中間損益計算書双

方について持分相当額を純

額で取り込んでおります。 

b 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、匿名組合等への出資

で証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るものは、貸借対照表及び

損益計算書双方について持

分相当額を純額で取り込ん

でおります。 

(2) たな卸資産 

① 製品、仕掛品、原材料 

総平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

② 商品 

売価還元法による原価法 

    

③ 貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

    

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法 

② その他 

定率法 

② その他 

定率法 

② その他 

定率法 

(主な耐用年数) (主な耐用年数) (主な耐用年数) 

建物 15年～50年

工具、器具及び

備品 
３年～10年

建物 15年～50年

工具、器具及び

備品 
３年～10年

建物 15年～50年

工具、器具及び

備品 
３年～10年

 



前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 

  (追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフトウェ

ア 

見込販売数量に基づく償却

額と３年を限度とする残存

有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大

きい額を償却する方法 

(2) 無形固定資産 

同左 

  

  

(2) 無形固定資産 

同左 

  

  

② 自社利用ソフトウェア 

５年を限度とする利用可能

期間で定額法により償却す

る方法 

  

  

  

  

３ 引当金の計上基準 

(1) 単行本在庫調整引当金 

住宅地図帳の売れ残り書籍の評

価損に備えるため、出版部数に

対する一定期間の販売部数を算

定基礎とした評価損失見込額を

計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 単行本在庫調整引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 単行本在庫調整引当金 

同左 

(2) 貸倒引当金 

営業債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

(2) 貸倒引当金 

同左 

(2) 貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度に係る支給見込額の

うち、当中間会計期間負担額を

計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度に係る支給見込額を

計上しております。 

(4) 返品調整引当金 

道路地図及び旅行ガイド製品の

返品による損失に備えるため、

過去の返品実績を基準とした返

品予測高に対する損失見込額を

計上しております。 

     ―――――        ――――― 

(5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)による定額

法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(15年)による定額

法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

(6) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程

(内規)に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

なお、当社は平成18年４月27日

開催の取締役会において、役員

退職慰労金制度を平成18年３月

31日付で廃止することを決議い

たしました。当該制度の廃止に

伴い、在任中の取締役及び監査

役の在任期間に係る役員退職慰

労金については、それぞれの役

員の退任時に支給することとい

たしました。 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく中間期末要支

給額を計上しておりましたが、

平成18年３月31日付で役員退職

慰労金制度を廃止しており、当

中間会計期間末の役員退職慰労

引当金残高は、制度廃止時に在

任していた役員に対する当社所

定の基準による打切支給予定額

であり、支給時期はそれぞれの

役員の退任時としております。

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、平成

18年３月31日付で役員退職慰労

金制度を廃止しており、当事業

年度末の役員退職慰労引当金残

高は、制度廃止時に在任してい

た役員に対する当社所定の基準

による打切支給予定額であり、

支給時期はそれぞれの役員の退

任時としております。 

 



前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引は、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

５ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



会計方針の変更 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用し

ております。 

これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ66百

万円減少しております。  

―――――  

  

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用しており

ます。 

これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ108

百万円減少しております。  

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、27,600百万円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。  

―――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、28,924百万円でありま

す。 

なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。  



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

(中間損益計算書関係)  

１ 保険受取額 

従来、区分掲記していた「保険受取額」につきまして

は、金額的重要性がないため、当中間会計期間より営業

外収益の「その他」に含めて表示することといたしまし

た。 

なお、当中間会計期間における「保険受取額」は２百万

円であります。 

２ 為替差損 

従来、区分掲記していた「為替差損」につきましては、

金額的重要性がないため、当中間会計期間より営業外費

用の「その他」に含めて表示することといたしました。

なお、当中間会計期間における「為替差損」は３百万円

であります。 

―――――  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は637百万円であります。 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は668百万円であります。 

※１ たな卸資産(製品)より直接控除

している単行本在庫調整引当金

は459百万円であります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額

3,893百万円 4,142百万円 4,125百万円 

 ３ 偶発債務 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

 ３ 偶発債務 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

 ３ 偶発債務 

下記の金融機関借入金に対して

債務保証を行っております。 

被保証者 保証金額 

従業員(９名) ２百万円 

被保証者 保証金額 

従業員(４名) 1 百万円 

被保証者 保証金額 

従業員(６名) １百万円 

 ※４ 中間会計期間末日満期手形の 

    会計処理については、手形交 

    換日をもって決済処理してお 

    ります。 

    なお、当中間会計期間の末日 

    は金融機関の休日であったた 

    め、次の満期手形が中間会計 

    期間末日残高に含まれており 

    ます。 

 ※４ 中間会計期間末日満期手形の 

    会計処理については、手形交 

    換日をもって決済処理してお 

    ります。 

    なお、当中間会計期間の末日 

    は金融機関の休日であったた 

    め、次の満期手形が中間会計 

    期間末日残高に含まれており 

    ます。 

 ※４ 当事業年度末日の満期手形の 

    会計処理については、手形交 

    換日をもって決済処理してお 

    ります。 

    なお、当事業年度末日は金融 

    機関の休日であったため、次 

    の満期手形が当事業年度末日 

    の残高に含まれております。 

    受取手形     14百万円 受取手形     18百万円 受取手形      10百万円 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 特別利益の主要項目 ※１ 特別利益の主要項目 ※１ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 12百万円

ソフトウェア売却益 18百万円

投資有価証券売却益 12百万円

貸倒引当金戻入益  7百万円

投資有価証券売却益  13百万円

返品調整引当金 
戻入益 

376百万円

貸倒引当金戻入益 6百万円

固定資産売却益 18百万円

投資有価証券 
売却益 

  
12百万円

  
※２ 特別損失の主要項目 

  
※２ 特別損失の主要項目 ※２ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 27百万円

投資有価証券評価損 3百万円

固定資産除却損 22百万円 固定資産売廃却損 32百万円

投資有価証券評価損 14百万円

ゴルフ会員権等 
評価損 

  
  4百万円

    
なお、固定資産売廃却損の内訳

は以下のとおりであります。 

        建物 25百万円

その他 6百万円

   

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 234百万円

無形固定資産 983百万円

有形固定資産 199百万円

無形固定資産 921百万円

有形固定資産    485百万円

無形固定資産 2,040百万円

 ４ 当社の売上高は、季節的変動が

著しく、事業年度の下半期に売

上が集中する傾向にあります。 

  ４     同左  ４    ――――― 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加381千株は、取締役会決議による取得380千株及び単元未満株主の買取請

求に基づく取得０千株であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

 当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加185千株は、取締役会決議による取得184千株及び単元未満株主の買取請

求に基づく取得１千株であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の自己株式の増加382千株は、取締役会決議による取得380千株及び単元未満株主の買取請求に基づ

く取得２千株であります。 

   ２ 普通株式の自己株式の減少０千株は、単元未満株主の売渡請求に基づく処分であります。 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 自己株式        

  普通株式  357 381 0 738 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 自己株式        

  普通株式  739 185 0 924 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加株式

数（千株） 

当事業年度減少株式

数（千株） 

当事業年度末株式数

（千株） 

 自己株式        

  普通株式  357 382 0 739 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 1 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

 1 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

 1 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

工具、 

器具及び 

備品 

 
車両 

運搬具 
  計 

  (百万円)   (百万円)   (百万円) 

取得価額 
相当額 

815   8   823 

  
減価償却累 
計額相当額 

205   8   213 

  
中間期末 
残高相当額 

610   ―   610 

  
工具、器具

及び備品 
 

  (百万円)  

取得価額
相当額 

932  

  
減価償却累 
計額相当額 

361  

  
中間期末 
残高相当額 

570  

  
工具、器具 

及び備品 
 

  (百万円)  

取得価額
相当額 

886  

減価償却累 
計額相当額 

248  

期末残高 
相当額 

638  

(2) 未経過リース料中間期末残高 

相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高 

相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 182百万円

１年超 433 

計 616百万円

１年以内 228百万円

１年超 356 

計 585百万円

１年以内   214百万円

１年超 434 

計 649百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 97百万円
  
減価償却費 
相当額 

  
90百万円

  
支払利息相当額 

  
9百万円

支払リース料 122百万円
  
減価償却費 
相当額 

113百万円
  
支払利息相当額 13百万円

支払リース料 215百万円

減価償却費 
相当額 

  
199百万円

支払利息相当額 
  
23百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

  

 2     ――――― 

  

 2 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   

１年以内   11百万円

１年超 32 

計 44百万円

 2 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   

１年以内   5百万円

１年超 16 

計 22百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末(平成18年９月30日)及び当中間会計期間末(平成19年９月30日)並びに前事業年度末(平成19年

３月31日) 

 時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 



(2）【その他】 

平成19年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1) 中間配当による配当金の総額……………………372百万円 

(2) １株当たりの金額…………………………………10円00銭 

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成19年12月４日 

（注）平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第47期) 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

平成19年６月25日 

関東財務局長に提出 

          

(2) 有価証券報告書の 

訂正報告書  

自平成18年４月１日至平成19年３月

31日事業年度(47期)の有価証券報告

書に係る訂正報告書であります。 

平成19年９月10日 

関東財務局長に提出 

          

(3) 自己株券買付状況 

報告書 

    平成19年４月11日 

平成19年８月10日 

平成19年９月10日 

平成19年10月12日 

平成19年11月12日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成１８年１１月２２日 

株式会社ゼンリン  

  取締役会 御中  

  監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 土井良 延 英  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 本 野 正 紀  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹之内 髙 司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ゼンリンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ゼンリン及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成１９年１１月１５日 

株式会社ゼンリン  

  取締役会 御中  

  監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松 尾 政 治  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹之内 髙 司  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ゼンリンの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ゼンリン及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成１８年１１月２２日 

株式会社ゼンリン  

  取締役会 御中  

  監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 土井良 延 英  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 本 野 正 紀  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹之内 髙 司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ゼンリンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第４７期事業年度の中間会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間

株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ゼンリンの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

      平成１９年１１月１５日 

株式会社ゼンリン  

  取締役会 御中  

  監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松 尾 政 治  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 竹之内 髙 司  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ゼンリンの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第４８期事業年度の中間会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ゼンリンの平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年

４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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